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追加的な情報収集が必要と評価されたＢ／Ｃ事案及び平成１６年度新規事案と

平成１７年度新規事案の評価について（案） 
 

１．これまでの経緯 

○ 平成１５年度のフォローアップ調査により登録されたＢ／Ｃ事案及び平成１６年度に

登録された新規事案については、平成１６年度第１２回国内における毒ガス弾等に関す

る総合調査検討会で評価した結果、下記の４事案については情報が不足しているので、

追加的な情報収集を実施することが決定された。また、平成１７年度に新規の情報が１

件確認されたので、事案の登録を行った。 

【Ｂ／Ｃ事案及び平成１６年度新規事案】（４事案） 

      ・浜名湖周辺（第３陸軍航空技術研究所三方原出張所）の事案 

・岩沼市の事案 

・福島県内の事案 

・千葉県内の事案 

【平成１７年度新規事案】（１事案） 

      ・第４航空教育隊の事案  

以上の５事案については、地方公共団体等と連携して情報収集を行い、毒ガス情報

センターにおいて分析を進めてきたところである。 

○ これらについて、Ｂ／Ｃ事案に関する評価のスキームである「ＢＣ事案の評価基準につ

いて」（平成１６年度第１１回国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会

〔17.2.22〕資料８）及び「Ｂ／Ｃ事案に関する評価結果について」（平成１６年度第

１２回国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会〔17.3.25〕資料５）に基づき、

評価を行った結果は、下記のとおりである。 

 

２．評価の結果 

○ 上記５事案について評価した結果、いずれも現時点では対応を行うべき必要性は認め

られず、今後、何らかの新たな情報が判明しない限りは、特段の対応は不要と考えられ

る〔区分④〕。 

○ なお、今後新たな廃棄・遺棄情報等が確認された場合には、必要に応じて被害の未然防

止の観点から環境調査等の実施を検討することとする。 

 

 

資料４－１
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【参考】「Ｂ／Ｃ事案に関する評価結果について」〔抜粋〕（「平成１６年度 第１２回国内における

毒ガス弾等に関する総合調査検討会」〔平成１７年３月２５日〕資料５） 

 

 



追加的な情報収集が必要と評価されたＢ／Ｃ事案及び平成１６年度新規事案と平成１７年度新規事案の評価結果表（案）

その他の情報

リスクを疑わせる情報 否定的情報 保有・製造情報等

ア）関係者が死去して不明だ
が、第３陸軍航空技術研究所三
方原出張所は、終戦時にイペ
リット缶１本を旧引佐郡中川村
またはその付近の地中に埋設し
たのではないかと推定する証言
情報がある（昭和48年調査）。

ア）同出張所には、終戦時
毒ガス缶１本が存在してい
たであろうと推定する証言
情報がある（昭和48年調
査）。

ア）同研究所所長による証言（推定）

イ）同出張所で毒ガスを見た
ことはなかった。ガスマスク
や防護服、書類等を焼却処分
したが、毒ガスの処理はして
いないとの軍属の証言情報が
ある。

イ）同研究所勤務していた軍属（３名）による
証言
・研究所の場所については、複数の情報がある
（記録資料・証言）。

2
Ｈ１６年度
新規事案 宮城県 岩沼市の事案

なし
（保有情報がある）

なし

ア）旧陸軍飛行学校には８
９式催涙筒甲６５本・８９
式催涙棒１３函、９８式小
あか筒５６本が存在したと
の情報がある。
イ）旧陸軍飛行学校には
「瓦斯講堂」が存在した。
また、「特殊弾格納庫」の
存在も近くに確認された。

・旧陸軍飛行学校跡
地及びイ）の場所は
一定の範囲で特定さ
れている。

ア）、イ）旧軍資料

・防衛研究所図書館や地域の図書
館・公文書館等で資料調査をした
が、新たな情報は得られなかっ
た。また、新たな証言情報も得ら
れていない。

③:現時点では情報不足であり、評価
ができない（保有情報以外でリスク
を判定する情報の収集が必要）。

　　④

ア）イペリットの５００ｋｇ容
器は昭和２０年８月頃から寒川
第１工場よりトラック１０台く
らい運び、山中（福島県内）、
海（横須賀）に投棄したという
話を聞いたことがあるとの証言
情報がある。

・運び出した寒川はＡ事案
となっている。

ア）元相模海軍工廠工員のアンケート調査結果

イ）アの情報源の人物は、終戦
後まもなく寒川からイペリット
２００ｋｇ入りの容器（本数は
はっきり覚えていないが、ト
ラック１０台分くらいあった）
を大きな隧道に運び入れた。同
行者の言った地名は記憶してい
るが、初めて行った場所なので
詳しい場所は分からない」との
証言情報がある。

イ）元相模海軍工廠工員の証言情報（別の元相
模海軍工廠が、毒ガス弾等の移送について聞い
たことがあるとの伝聞の証言情報に基づいて追
跡した電話による情報収集結果）

ウ）複数の資料に相模海軍
工廠関係者が、掘ったとさ
れる壕や地下工場に係る情
報が存在する。なお、指揮
したとされる人物は、相模
海軍工廠錦分廠の所長・首
席部員であったとの情報が
ある。

ウ）相模海軍工廠資料、地域の歴史研究資料、
社史

エ）証言情報との関連は不
明だが、ガスマスクをつけ
た相模海軍工廠関係者が出
入りしていた壕に関する情
報がある。

エ）学徒動員による証言資料

3
Ｈ１６年度
新規事案 福島県 福島県内の事案

・証言情報との関連
は不明だが、地下工
場や壕に関するおお
よその場所は特定さ
れている。
・証言情報との関連
は不明だが、現地調
査では、現存する壕
を9ヶ所確認できた。

・証言情報にある毒ガス弾等の移
送に係る情報について防衛研究所
図書館や地域の図書館・公文書館
等で資料調査をしたが、新たな情
報は得られなかった。また、新た
な証言情報も得られていない。
・現地調査では、壕近くの民家で
地下水を飲用している家を1軒確認
している。

③:現時点では情報不足であり、評価
ができない（場所の特定に係る方法
収集が必要）。

④

番
号

個表
番号

事案名称

得られた情報の内容

地域の特定性

H17年度の評
価（案）

現在のリスクに関する情報の存否

都道府
県・政令
指定都
市名

その他の留意すべき事項 H16年度の評価情報の信頼性

1
２２－１－４
（C事案） 静岡県

浜名湖周辺(第３陸軍航
空技術研究所三方原出
張所）の事案

　　④

・同出張所の存在場所は特定した
が、埋設に係る新たな情報は得ら
れなかった。
・同出張所の元軍属は、中川村の
地名や場所も知らないし、中川村
に第３陸軍航空技術研究所三方原
出張所の建物が存在したことは聞
いたこともないし、中川村に行っ
たこともなかった。将校達しか知
らない施設はあったかもしれない
が、自分たちはわからないとして
いる。

③:現時点では情報不足であり、評価
ができない（埋設場所の特定に係る
情報収集が必要）。

・イペリット缶の埋
設場所は不明だが、
同出張所が存在した
場所は特定してい
る。

評価区分の説明
①毒ガスによる危険が明白で緊急に対応すべき切迫性がある
②切迫した危険性はないが毒ガス成分による汚染（暴露）の可能性が否定できない
③現時点では情報不足であり、評価ができない
④現時点では対応を行うべき必要性は認められない 3



追加的な情報収集が必要と評価されたＢ／Ｃ事案及び平成１６年度新規事案と平成１７年度新規事案の評価結果表（案）

その他の情報

リスクを疑わせる情報 否定的情報 保有・製造情報等

番
号

個表
番号

事案名称

得られた情報の内容

地域の特定性

H17年度の評
価（案）

現在のリスクに関する情報の存否

都道府
県・政令
指定都
市名

その他の留意すべき事項 H16年度の評価情報の信頼性

ア）元軍医少佐は、昭和２０年
８月にトラック２台にイペリッ
ト、ルイサイト、ホスゲン等の
ドラム缶、ボンベ等３０本余り
を積み処理のために出発した
が、処理に苦労したと記してい
る。

ア）教育施設を接収して設
立した陸軍軍医学校分室
に、訓練・演習用のイペ
リット、ルイサイト、ホス
ゲン等を保有していたとの
記載がある。

ア）元軍医少佐の手記

イ）元軍医少佐は、毒ガスは終
戦時（８月終わり頃）に処分す
るようにとの話があり、川に捨
てた。このときに毒ガスの容器
が浮かんでいたので、憲兵隊に
連絡した。憲兵隊からは「容器
は、適当な場所に埋めておいた
ので心配はない」と後ほど連絡
があったと記している。

イ）イペリット、ホスゲン
が人の半分位の高さの容器
に少し入っていた。

イ）投棄した元軍医からの電話での聴取

ウ）昭和１９年、陸
軍軍医学校が実習場
約３万坪を設けたと
の情報がある。

ウ）一般書籍（陸上自衛隊衛生学校修親会編
集）

ア）「昭和２０年８月１５日に
広い広場に大勢の兵士と一緒に
玉音放送を聞いて終戦を知っ
た。翌朝起床すると、自分たち
のバラックの兵舎から２０ｍく
らい離れた松林の中に広さ２０
～３０坪程で、深さ約３ｍの大
きな穴が掘られており、兵士達
が集っていた。そうこうするう
ちに、兵士たちの間で、この穴
は毒ガスを埋めるために掘られ
たのだろう、国際法違反の問題
をまず消すのだろう等という噂
が誰ともなくまことしやかに広
まった。そのとき、ある兵士か
ら、糜爛性ガスのイペリットは
缶に入っており、そのガスに触
れると手も足も腐ってしまうと
いう話を聞いた。｣との証言情
報がある。

ア）自分の部隊は穴を掘って
いない。毒ガスの埋設につい
ては、伝聞情報である。

ア）元第４航空教育隊二等兵の証言情報。（埋
設情報は伝聞である）

ア）持参した東部102部隊配置図を
証言者に見て頂いたが、証言者が
記憶している駐屯地には該当しな
いとの証言がある。

イ）第４航空教育隊（東部
102部隊）の配置図には、
「ガス室」が存在した。郷
土資料によると、同部隊の
北側数キロに存在する東部
105部隊にも｢ガス庫｣が存在
する。

イ）地域教材資料

ウ）地域の歴史資料 ウ）第４航空教育隊が昭和２０年
８月に本部が移動したとの情報が
ある。（第４航空教育隊敷地から
数キロ程度の距離の場所）

　　④

4

5
Ｈ１７年度
新規事案 千葉県 第４航空教育隊の事案

・部隊の位置、移動
先は、一定の範囲で
特定されている。埋
設箇所は不明であ
る。

Ｈ１６年度
新規事案 千葉県 千葉県内の事案 追加情報なし

・投棄した川及び埋
設場所は不明であ
る。
・旧陸軍軍医学校が
存在していた場所
は、特定されていな
い（ただし、関連情
報がある場所は特定
している）。

・証言聴取を試みたが、家族の了
解が得られず、追加的な情報を得
られなかった。

③:現時点では情報不足であり、評価
ができない（引き続き埋設情報につ
いての情報収集が必要）。

　　④

評価区分の説明
①毒ガスによる危険が明白で緊急に対応すべき切迫性がある
②切迫した危険性はないが毒ガス成分による汚染（暴露）の可能性が否定できない
③現時点では情報不足であり、評価ができない
④現時点では対応を行うべき必要性は認められない 4


